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（
内
閣
委
員
会
）

構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
経
済
社
会
の
構
造
改
革
を
推
進
す
る
と
と
も
に
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
構
造
改
革
特
別
区
域
に
係
る

法
律
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
酒
税
法
の
特
例

１

農
林
漁
業
体
験
民
宿
業
等
を
営
む
農
業
者
が
、
自
ら
生
産
し
た
果
実
を
原
料
と
し
た
果
実
酒
を
製
造
す
る
た
め
の
製
造

免
許
を
申
請
し
た
場
合
に
は
、
果
実
酒
の
製
造
免
許
に
係
る
最
低
製
造
数
量
基
準
を
適
用
し
な
い
。

２

地
方
公
共
団
体
の
長
が
地
域
の
特
産
物
と
し
て
指
定
し
た
農
産
物
を
原
料
と
し
た
果
実
酒
又
は
リ
キ
ュ
ー
ル
を
製
造
し

よ
う
と
す
る
者
が
、
果
実
酒
又
は
リ
キ
ュ
ー
ル
の
製
造
免
許
を
申
請
し
た
場
合
に
は
、
当
該
製
造
免
許
に
係
る
最
低
製
造

数
量
基
準
を
果
実
酒
に
つ
い
て
は
年
間
二
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
、
リ
キ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
年
間
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
そ
れ

ぞ
れ
引
き
下
げ
る
。

二
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。


